
新潟陸上競技協会への登録等について 
 
1(総則) 
  本協会の会員になろうとする者は、本協会施行細則ならびに以下に基づいて、登録し 
なければならない。 
 
2 本協会の会員は「日本陸連の登録会員ならびに日本陸連の規約のもとで競技する競技 
  者の資格に関する規程」に従わなければならない。 
 
3 (加盟団体) 
   市町村名を冠した陸上競技協会(以下市町村陸協という)を言う。 
 
4 (加入団体) 
  加入団体とは、所属市町村陸協の地域内に拠点を有し、所属市町村陸協の承認を得た 
 ものをいい、5 名以上をもって組織するものとする。 
  ただし、日本陸連が承認した陸上競技の指導者などは、5 名未満でも加入団体を組織 
 することができる。 
 
5(登録の種類) 
 団体登録:加入団体に所属しておこなう登録。団体登録会員は加入団体が所属する市町 
        村陸協の所属とする。団体登録会員のユニフォームやプログラムなどへの所 
        属表記は所属する加入団体名となる。 
 個入登録:個人でおこなう登録。個人登録会員は、勤務地または居住地の市町村陸協の 
        所属とする。個人登録会員のユニフォームやプログラムなどへの所属表記は 
        所属する市町村陸協名となる。 
小学生登録:地域クラブに所属する小学生競技者。 
中学生登録:(財)日本中学校体育連盟登録競技者。 
高校生登録:(財)全国高等学校体育連盟陸上競技部および定通制部登録競技者。 
大学生登録:(社)日本学生陸上競技連合登録者。 
 
6(登録の期間) 
 登録は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。 
 
7(二重登録の制限) 
 同一年度内において 2 つ以上の加入団体から登録することはできない。また、2 つ以 
上の市町村陸協に登録することもできない。 



 ただし、中学生、高校生に関しては、通学している学校とそれ以外の加入団体(クラ 
ブなど)の両方に登録することができる。この場合、同一競技会(予選大会から全国大 
会まで通して)にはいずれか一方の所属でのみ出場できる。 
 
8(所属の変更) 
 会員が市町村陸協の所属を変更した場合は、6 ヵ月を経過しないと競技会に出場でき 
ない。 
 ただし、転勤・出向などの理由で、新旧市町村陸協がその所属の変更を止むを得ない 
ものと認めた場合この限りでない。その場合は、変更の理由を証する書面ならびに新旧 
市町村陸協の承認書を添付して、変更後の市町村陸協が本協会に変更申請しなければな 
らない。 
 
9(公認審判員、一般登録の手続き) 
 団体登録・個人登録:毎年 4 月末日までに市町村陸協(事務局)に登録しなければなら 
 ない。市町村陸協(事務局)は本協会の資格審査部へ登録会員名簿を提出しなければ 
 ならない。なお、登録会員の追加、変更があった場合は、そのつど速やかに提出する 
 ものとする。(本人⇒市町村陸協⇒新潟陸協⇒日本陸連) 
 登録料は、各市町村陸協がこれを定める。 
小学生登録:小学校の児童の登録に関しては、追って定める。 
中学生登録:中学校の生徒の登録は、学校単位で市町村陸協(事務局)に団体登録する 
        ものとする。市町村陸協(事務局)は 6 月末日までに登録会員名簿を本協会 
        の資格審査部へ提出しなければならない。(各学校単位⇒市町村陸協⇒新潟陸 
        協⇒日本陸連) 
 登録料は、一人 250 円とする。 
高校生登録:高等学校および定時制、通信制高等学校の生徒の登録は、学校単位で本協 
     会に団体登録するものとする。各高等学校は 4 月末日までに登録会員名簿を 
     本協会の資格審査部へ提出しなければならない。(各学校単位⇒新潟陸協⇒日 
     本陸連) 
     登録料は、一人 250 円とする。 
大学生登録:(社)日本学生陸上競技連合加盟校の学生の登録は、(1)出身高等学校所 
     在地(2)大学所在地(学生の在学している学部、学科のある市町村陸協)(3) 
     居住地のうちのいずれか一つを選択し、各地域学生陸上競技連盟に登録する。 
     (本人⇒各地域学生陸上競技連盟⇒日本学生陸上競技連合⇒日本陸連⇒新潟陸 
     協) 
     登録料は、一人 100 円とする。 
 



新潟陸上競技協会の B 級公認審判員資格取得等について 
 
1.申請の条件について 
(年齢)申請年度の 3 月 31 日現在、満 18 歳である。 
(登録)加盟団体(市町村陸協)の一般登録会員である。(申請時に登録番号が必要になる。) 
(条件 1)加盟団体(市町村陸協)主催の公認審判講習会を受講し、ペーパー試験の合格 
      者である。(主催者発行の「受講証明書」を保管する。申請時に「受講証明書」の 
      コピーが必要になる。) 
(条件 2)公認競技会において、補助員として実技研修を、4 回以上経験する。 
(申請希望者)B 級公認審判員資格取得の希望者は、上記の申請の条件(詳細は新潟陸上 
  競技要覧の公認審判員資格認定基準・内規参照)を満たし、「B・A 公認審判員候補者 
  審査資料 個人票(新潟陸上競技要覧参照)」に必要事項を記入し、「受講証明書」の 
  コピーと審査料(1,000 円)を添えて、一般登録してある加盟団体(市町村陸協) 
  の事務局担当者へ提出(申請)する。 
 
2.加盟団体(市町村陸協)事務局の申請手続きについて 
   加盟団体(市町村陸協)の事務局担当者は、「公認審判員資格審査会規程(新潟陸上 
  競技要覧参照)」の[申請手続き]第 6 条(1)市町村陸協会長の推薦を得る。(2) 
  本人から提出された「B・A 公認審判員候補者審査資料 個人票」に必要事項を加筆 
  記入し、押印する。(3)審査料(1,000 円)を新潟陸上競技協会会長の口座に振 
  り込む。(4)「B・A 公認審判員候補者審査資料 個人票」、「受講証明書」のコピー、 
  「審査料の振り込んだ送金明細書」のコピーを、新潟陸上競技協会の専門部・資格審 
  査部長へ、指定された期日(新潟陸上競技要覧の行事予定表参照)までに提出(申請) 
  する。 
 
3.結果の通知について 
   審査結果は、加盟団体(市町村陸協)の事務局を通して、本人に通知する。なお、 
  申請年度は、研修期間として活動し、正式には翌年度 4 月 1 日付、新潟陸上競技協会 
  会長が B 級公認審判員として委嘱する。(手帳、マーク、バッジの使用可能) 
 
4.服装等について 
   公認審判員の服飾等は、公認審判員証「手帳(指定)」、公認審判員章「マーク(指 
  定)」、バッジ(指定)、ネクタイ(指定)、帽子(指定)、ポロシャツ(指定)、雨具(指 
  定)、紺ブレザー、グレーズボン(スカート)、白ワイシャツ、黒靴である。 
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